
 

 

 
福岡市新型インフルエンザ等対策行動計画（改定原案）に対する 

パブリック・コメントの実施結果について 

 

１ 実施の趣旨 

 「福岡市新型インフルエンザ等対策行動計画」を改定するに当たり、広く市民の意見を反映

させるため、計画改定原案に対する市民意見の募集を以下のとおり実施しました。 

 

２ 実施方法 

(1) 意見募集期間 

令和７年９月 12日（金）～令和７年 10月 14日（火） 

 

(2) 計画改定原案の配布・閲覧場所 

・ 情報プラザ(市役所１階)、情報公開室(市役所２階)、 

福岡市保健所健康危機管理課、各区役所情報コーナー、各区役所健康課、 

入部出張所、西部出張所 

・ 福岡市ホームページ 

 

(3) 意見の提出方法 

電子メール、ＦＡＸ、郵送、窓口提出 

 

(4) 意見募集の周知方法 

市政だより、福岡市ホームページ、SNS等での周知 

 

３ 意見の提出状況 

 ○ 意見提出者数  ２人 

 ○ 意見数     ２件 

 

４ 意見の要旨及び対応 

パブリック・コメントに係る意見要旨と意見への対応については、別紙資料をご参照くだ

さい。 

 

【問い合わせ先】福岡市保健医療局保健所健康危機管理部健康危機管理課 

住   所：〒810-0073 福岡市中央区舞鶴２丁目５番１号 

電   話：092-401-1769      ＦＡＸ：092-406-5075 

電子メール：kenkoukikikanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp 

 



別紙

■意見の提出状況
　意見提出者数　２人
　　　　意見数　２件
　　　　内、計画に反映した意見数　１件

■意見の要旨及び対応

章 項目 ページ 意見要旨 計画への反映内容や意見に対する考え方

- - - 感染症の変異株が他国から持ち込まれないように、
入国制限をしたらどうか。

　入国制限は、出入国管理及び難民認定法（入管
法）に基づき法務大臣が実施を判断します。
　感染症発生時の水際対策については、35ページ
第５　水際対策　に記載のとおり、検疫所と連携し
対応してまいります。

第４章　新型イン
フルエンザ等対策
の各対策項目の考
え方及び取組

10　検査 - 福岡県が検査について民間検査機関や医療機関と協
定を結んでいると聞いている。福岡市もこれらの機
関と連携して検査を実施する旨を記載してほしい。

　医療機関や民間検査機関については福岡県が県内
を取りまとめて協定を結んでおり、有事にはこれら
県協定機関と連携し対応してまいります。
　57ページ　10　検査　（３）対応期に、民間検査
機関や医療機関と協力する旨を記載しております
が、より検査体制の流れがわかるように、55ページ
10　検査の冒頭に、有事に速やかに保健環境研究所
の検査体制を構築し、病原体の性状等に応じて民間
検査機関・医療機関に拡大する旨を追記しました。

福岡市新型インフルエンザ等対策行動計画（改定原案）に対するパブリック・コメント意見の要旨と対応について


